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(57)【要約】
　人体内腔の二分岐部の治療用の装置ならびに方法を提
供する。本装置は、基端と先端を有する細長いカテーテ
ルを含む。バルーンは、バルーンカテーテルの先端に結
合してある。バルーンは、二分岐部の主血管を治療する
主血管バルーンと二分岐部の分岐血管を治療する分岐血
管バルーンとを含む。分岐血管バルーンは、分岐血管内
で非膨張圧潰蛇腹構造からへ膨張蛇腹構造へ膨張させる
ことのできる蛇腹構造を含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　二分岐血管に用いるカテーテルアセンブリであって、
　基端と先端を有する細長いカテーテルと、
　前記カテーテルの先端に結合したバルーンで、二分岐部の主血管を治療する主血管バル
ーンと二分岐部の分岐血管を治療する分岐血管バルーンとを含む前記バルーンとを備え、
　前記分岐血管バルーンは非膨張構造と膨張構造との間で可膨張としてあり、前記非膨張
構造において前記分岐血管バルーンを前記主血管バルーンに隣接させてほぼ平坦とし、前
記膨張構造において前記分岐血管バルーンをほぼ管状とした、ことを特徴とする二分岐血
管に用いるカテーテルアセンブリ。
【請求項２】
　前記分岐血管バルーンは蛇腹式折り畳み部を含み、前記非膨張構造において前記折り畳
み部を互いにほぼ圧潰させ、前記膨張構造において互いに分離させる、請求項１記載の二
分岐血管に用いるカテーテルアセンブリ。
【請求項３】
　主血管部と可伸長分岐血管部とを有する二分岐ステントをさらに備え、前記分岐血管バ
ルーンを前記可伸長分岐部にほぼ隣接させて配置し、それによって膨張時に前記分岐血管
バルーンが前記ステントの可伸長分岐血管部を前記分岐血管内へ膨張させる、請求項１記
載の二分岐血管に用いるカテーテルアセンブリ。
【請求項４】
　前記カテーテルは膨張管腔部を含み、前記バルーンは前記膨張管腔部に流体連通する内
部を有し、前記膨張管腔部がさらに、
　前記分岐血管バルーン内部に流体連通する第１の膨張管腔部と前記主血管バルーン内部
に流体連通する第２の膨張管腔部とを備える、請求項１記載の二分岐血管に用いるカテー
テルアセンブリ。
【請求項５】
　前記細長いカテーテル本体に結合した側方外装をさらに備え、該側方外装の少なくとも
一部が前記カテーテル本体の先端に沿いかつ前記分岐血管バルーンに隣接して伸長する、
請求項１記載の二分岐血管に用いるカテーテルアセンブリ。
【請求項６】
　前記分岐血管バルーンは前記主血管バルーンの長手方向軸にほぼ垂直な方向へ膨張する
よう配向した、請求項１記載の二分岐血管に用いるカテーテルアセンブリ。
【請求項７】
　前記分岐血管バルーンは前記主血管バルーン上に脱漏部を備える、請求項１記載の二分
岐血管に用いるカテーテルアセンブリ。
【請求項８】
　側方外装をさらに備え、前記分岐血管バルーンの一端を前記側方外装に摺動可能に固定
した、請求項１記載の二分岐血管に用いるカテーテルアセンブリ。
【請求項９】
　さらに側方外装を備え、前記分岐血管バルーンを前記側方外装上に配置し、該側方外装
の長手方向軸にほぼ平行な方向へ膨張するよう配向した、請求項１記載の二分岐血管に用
いるカテーテルアセンブリ。
【請求項１０】
　前記分岐血管バルーンは、直列に接続した複数の流体接続セルを備え、該直列接続体が
主膨張軸を画成し、前記セルは完全膨張時にほぼ管状の構造へ合体されるようにした、請
求項１記載の二分岐血管に用いるカテーテルアセンブリ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（関連出願への相互参照）
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　米国特許法第１１９条（ｅ）項に従い、本出願の原出願は２００３年１１月１２日出願
の米国仮特許出願第６０／５１８，８７０号と、２００４年２月２７日出願の米国仮特許
出願第６０／５４７，７７８号と、２００４年３月２日出願の米国仮特許出願第６０／５
４８，８６８号と、２００３年１１月１２日出願の同時係属米国特許出願第１０／７０５
，２４７号と、２００４年３月１７日出願の同時係属米国特許出願第１０／８０２，０３
６号と、２００４年４月２９日出願の同時係属米国特許出願第１０／８３４，０６６号と
、２００４年７月１９日出願の同時係属米国特許出願第１０／８９３，２７８号の優先権
の特典を主張するものである。上記に引用した出願の全開示を、本願明細書に参照用に取
り込むものとする。
【０００２】
　本発明は、医療用バルーンカテーテルの分野に係り、より詳しくは人体内腔の二分岐部
或いはその近傍にステントを給送するシステムに関する。
【背景技術】
【０００３】
　バルーンカテーテルは、ステントの有無によらず、狭窄症や閉鎖性狭窄症すなわち人体
の様々な部分の狭窄治療に用いられる。数多くの設計からなる装置が、血管修復やステン
トや移植或いはステント／移植の組み合わせに用いられてきた。様々なカテーテル設計が
、狭窄症の拡張と人体内腔内の治療箇所への人工装具の給送に開発されてきた。
【０００４】
　例示するバルーンカテーテルを含む治療には、経皮経管性血管修復術（ＰＴＡ）や経皮
経管性冠動脈血管修復術（ＰＴＣＡ）が含まれ、それらはアテローム性動脈硬化症血小板
が引き起こす種の動脈閉塞を低減するのに用いることができる。これらの治療には案内カ
テーテルの助けを借りた狭窄部位への誘導ワイヤを介するバルーンカテーテルの送り込み
が含まれる。誘導ワイヤは、遠隔切開部から狭窄症部位へ、通常は病巣を跨いで伸ばす。
バルーンカテーテルは誘導ワイヤ伝いに送り込み、最終的には病巣を跨いで配置する。
【０００５】
　一旦病巣を跨ぎバルーンカテーテルを適切に配置（例えば、Ｘ線透視法により）すると
、バルーンを膨張させ、それが狭窄症の血小板を破壊し、動脈断面を増大させる。次にバ
ルーンを収縮させ、誘導ワイヤ伝いに誘導カテーテル内へ患者の体から引き抜く。
【０００６】
　多くの場合、ステントや他の人工装具を実装して動脈に対するサポートを提供する。こ
の種デバイスを移植すると、そのバルーン上にステントを担持するバルーンカテーテルを
狭窄症部位にて展開させる。バルーンと付随人工装具を狭窄箇所に配置し、バルーンを膨
張させて周縁方向に拡張し、それによって人工装具を移植する。その後、バルーンを収縮
させ、カテーテルと誘導ワイヤを患者から引き抜く。
【０００７】
　ＰＴＣＡの管理及び／又は人体内腔内の二分岐部へのステント移植はさらに、管腔部内
の狭窄症の効果的な治療に対しさらなる難題を課している。例えば、二分岐部における主
血管の拡張が隣接分岐血管の狭窄を引き起こすことがある。この種難題に応えるべく、二
分岐血管の両分岐を同時に拡張する試みが推し進められてきた。これらの試みには、２以
上のバルーンや２以上の人工装具や二分岐人工装具やそれらの一部組み合わせの展開が含
まれる。しかしながら、腔内人工装具の有無によらない複数及び／又は二分岐バルーン、
これは以下において個別に或いは集合的に二分岐アセンブリと呼ぶが、その同時展開はア
センブリの正確な配置を必要とする。複数ステントの展開は、二分岐部に隣接する主血管
内への本体の配置と、続く別のステントの人体内腔の分岐血管内への個別配置を必要とす
る。これに対する代替例には、管状本体すなわち胴体と胴体から伸びる二つの管状脚部と
を含む専用の二分岐ステントの展開が含まれる。一部の例には、Ｄｅｒｅｕｍｅ等に対す
る米国特許第５，７２３，００４号や、ＭａｃＧｒｅｇｏｒに対する米国特許第４，９９
４，０７１号や、Ｒｉｃｈｔｅｒ等に対する米国特許第５，７５５，７３４号が含まれる
。
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【０００８】
　二分岐部における改善された確実な治療をもたらす追加の二分岐ステント給送システム
が、例えばＶａｒｄｉ等への米国特許第６，３２５，８２６号やＶａｒｄｉ等への米国特
許第６，２１０，４２９号に開示されている。上記した特許である’８２６号特許や’４
２９号特許の内容は、参照用に本願明細書に取り込むものとする。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　二分岐人体内腔の治療装置ならびに技法をさらに改善する必要性は、依然存在する。例
えば、分岐アクセス側の孔及び／又は可伸長分岐部を有するステントと共に使用すること
のできる追加のステント給送システムに対する必要性がさらに存在する。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、人体内腔の二分岐部或いはその近傍に腔内人工装具を給送するシステムを含
む二分岐人体内腔治療用の装置及び技法に関するものである。人体内腔内の二分岐部にて
ステントを首尾よくかつ確実に展開させる構成のバルーンカテーテルを備えるシステムと
装置と技法を、開示する。加えて、バルーンカテーテルは例えば経皮経管性冠動脈血管修
復（ＰＴＣＡ）手術等の血管内閉塞治療用のバルーン血管修復術カテーテルとして用いる
ことができる。
【００１１】
　一態様によれば、本発明は二分岐血管に用いるカテーテルアセンブリを提供する。アセ
ンブリは、基端と先端を有する細長いカテーテル本体と、バルーンカテーテルの先端に結
合したバルーンとを含む。バルーンは、二分岐部の主血管を治療する主血管バルーンと、
二分岐部の分岐血管を治療する分岐血管バルーンとを含む。分岐血管バルーンは、非膨張
圧潰蛇腹構造から分岐血管内へ伸びる膨張蛇腹構造へ膨張させることのできる蛇腹構造を
含む。
【００１２】
　別の態様によれば、分岐血管バルーンは蛇腹式折り畳み部を含み、この折り畳み部を非
膨張構造において互いにほぼ圧潰し、膨張構造において互いに分離させる。
【００１３】
　別の態様では、カテーテルアセンブリはバルーン内に配置される二分岐ステントを含む
。特に、本発明は主血管部と可伸長分岐血管部とを有する二分岐ステントを含むカテーテ
ルアセンブリを提供する。分岐血管バルーンは、可伸長分岐部にほぼ隣接するよう配置す
る。膨張時、分岐血管バルーンはステントの可伸長分岐血管部を分岐血管内へ拡張させる
。
【００１４】
　本発明の別の態様では、カテーテルは膨張管腔部を含み、バルーンは膨張管腔部に流体
連通する内部を有する。より詳しくは、膨張管腔部は二つの膨張管腔部で構成してある。
第１の膨張管腔部は分岐血管バルーンの内部へ流体連通させてある。第２の膨張管腔部は
主血管バルーンの内部へ連通させてある。
【００１５】
　本発明の別の態様では、上記した分岐血管バルーンと主血管バルーンを一体型バルーン
で構成し、他の実施形態では分岐血管バルーンは主血管バルーンとは別個とする。
【００１６】
　別の態様によれば、本発明は細長いカテーテル本体に結合した側方外装を含むカテーテ
ルアセンブリを備える。側方外装の少なくとも一部がカテーテル本体の先端に沿いかつ分
岐血管バルーンに隣接して伸びる。本発明の一部態様では、分岐血管バルーンは側方外装
上に配置してある。本発明の別の態様では、側方外装は分岐血管内で自由に使用すること
ができる。加えて、主血管バルーンは二分岐血管内でのカテーテルアセンブリの配置期間
中に主血管内で自由に使用することができる。蛇腹構造は主血管バルーンの長手方向軸に
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ほぼ垂直な方向に伸長するよう配向することができる。本発明のさらなる態様では、分岐
血管バルーンを側方外装上に配置し、側方外装の長手方向軸にほぼ平行な方向に伸長する
よう配向する。
【００１７】
　別の態様では、分岐血管バルーンは主血管バルーン上に脱漏部を備え、別の態様では、
本発明は側方外装を含むカテーテルアセンブリを備える。分岐血管バルーンの一端は、側
方外装へ摺動可能に固定する。
【００１８】
　追加の態様によれば、本発明のカテーテルアセンブリの蛇腹式折り畳み部の輪郭は膨張
方向に沿って見たときにほぼ円形か楕円形か四角形か六角形か八角形のいずれかをなす。
加えて、別の態様では、蛇腹式折り畳み部の輪郭は膨張方向に垂直に見たときにほぼ三角
形か又は円形をなす。
【００１９】
　本発明のさらなる態様では、蛇腹式構造は直列接続した複数の流体接続を含む。この直
列接続体が、主膨張軸を画成している。別の実施形態では、連続セルは前記直列セルとは
異なる大きさを有する。さらなる態様では、セルは完全拡張時にほぼ管状の構造へ合体さ
せるようにしてある。
【００２０】
　別の態様によれば、本発明は二分岐血管に使用するカテーテルアセンブリを提供する。
アセンブリは、基端と先端を有する細長いカテーテル本体と、バルーンカテーテルの先端
に結合したバルーンとを含む。バルーンは、二分岐部の主血管を治療する主血管バルーン
と、二分岐部の分岐血管を治療する分岐血管バルーンとを含む。分岐血管バルーンは、直
列接続した複数の流体接続セルを備え、この直列接続体が主膨張軸を画成する。分岐血管
バルーンの膨張時、主膨張軸に沿う膨張は主膨張軸にほぼ垂直な半径方向の膨張よりも大
きい。
【００２１】
　本発明のさらなる態様は、前記直列セルとは大きさが異なる連続セルを有するカテーテ
ルアセンブリを提供する。別の態様では、セルは完全拡張時にほぼ管状の構造へ合体され
るようにしてある。
【００２２】
　別の態様によれば、本発明は人体内腔の二分岐部を治療する方法を提供する。二分岐部
は、主血管と分岐血管とを含む。本方法は、バルーンとステントを主血管へ導入するステ
ップで、バルーンが少なくとも一つの蛇腹式膨張部を含み、この蛇腹式膨張部が複数の蛇
腹式折り畳み部を備える前記ステップと、前記アセンブリを二分岐部に配置するステップ
と、前記バルーンを膨張させてステントを主血管内で拡張するステップとを含む。
【００２３】
　本発明の別の態様は、膨張ステップがステントの一部の分岐血管へ向けた外方膨張を含
む体内二分岐部の治療方法を提供する。別の態様は、蛇腹式構造がステントの一部を分岐
血管へ向け外方拡張させる方法を提供する。上記人体内腔は、血管とすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　本発明を、添付図面を参照し例示としてのみここに説明する。ここで図面を詳しく格別
に参照するに、図示の詳細は例示としてであり、本発明の好適な実施形態の例示説明目的
のためだけであり、本発明の原理及び概念的態様の最も有用で即理解可能な説明と信ずる
ものを提供するよう提示するものであることを強調しておく。
【００２５】
　本発明は、血管内の閉塞を治療するバルーン血管修復カテーテル等のバルーンカテーテ
ルに関する。バルーンカテーテルは、単独で或いはステントや人工装具や移植片と共に使
用することができる。この種ステント給送システムは、人体内腔内、特に血管の二分岐部
へのステントの配置に使用することができる。給送対象である好適なステントは、概ね主
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血管系だけでなく分岐血管系の一部を少なくとも一部覆うよう構成してある。一般に、多
種多様なステント及び展開方法が本発明のステント給送システム実施形態と共に使用でき
、本発明は如何なる特定のステント設計或いは構成にも限定されないと理解されたい。本
発明給送システムに使用できるステント種の例は、例えば、Ｖａｒｄｉ等への米国特許第
６，２１０，４２９号やＶａｒｄｉ等への米国特許第６，３２５，８２６号や、「二分岐
血管用突出分岐部付きステント（Ｓｔｅｎｔ　Ｗｉｔｈ　ａ　Ｐｒｏｔｒｕｄｉｎｇ　Ｂ
ｒａｎｃｈ　Ｐｏｒｔｉｏｎ　Ｆｏｒ　Ｂｉｆｕｒｃａｔｅｄ　Ｖｅｓｓｅｌｓ）」と題
する米国特許出願第２００４－０１３８７３７号や、「二分岐血管用突出分岐部付きステ
ント（Ｓｔｅｎｔ　Ｗｉｔｈ　ａ　Ｐｒｏｔｒｕｄｉｎｇ　Ｂｒａｎｃｈ　Ｐｏｒｔｉｏ
ｎ　ｆｏｒ　Ｂｉｆｕｒｃａｔｅｄ　Ｖｅｓｓｅｌｓ）」と題する米国特許出願第２００
４－０２１２９４０号に開示されており、それらの内容は全て本願明細書に参照用に取り
込むものとする。一般に、前述のステントは血管の二分岐部にて分岐血管内へ伸長可能に
構成したステントの長さに沿う或る点に位置する分岐部を含む。一旦ステントを主血管内
の所定位置とし、分岐部を側方分岐血管に整列配置すると、ステントを伸長させることが
でき、本発明原理に従う給送システムは特にステント分岐部を側方分岐血管内へ拡張でき
るようにしてある。分岐部を含むステントは、一元拡張或いは多元拡張をもって拡張させ
ることができる。
【００２６】
　本発明原理に従って使用するバルーンカテーテルシステムとステント給送システム及び
方法は、血管系内の二分岐部、例えば分岐血管が主血管から延出する部分の治療種に関す
るものである。このシステムは分岐バルーンの分岐血管内への伸長をもたらし、好ましく
は例えば前記した特許ならびに応用例に開示される如くステントの可伸長分岐部を分岐血
管内へ展開させる。システムならびに方法の実施形態を、ここでより詳しく説明する。一
般に、本発明原理に従えば、分岐血管内へのバルーンの拡張、より詳しくは分岐ステント
構造の分岐血管内への拡張はここに説明し図示する蛇腹式バルーンにより達成することが
できる。蛇腹式バルーンは、主に軸方向、例えばその主膨張軸に沿って拡張可能に構成し
てあり、分岐血管内にそれを伸長できるようにしかつ／又は前記したステントの可伸長分
岐構造を展開させることができる。
【００２７】
　本発明原理に従い、ここに蛇腹式バルーンの実施形態を図示し説明する。幾つかの実施
形態では、蛇腹式バルーンは側方外装カテーテルに結合させるか或いは一体化させること
ができる。さもなくば、蛇腹式バルーンは以下により詳しく説明する如く主バルーンカテ
ーテルに結合させるか或いは一体化させることができる。加えて、幾つかの実施形態（図
１１乃至図１７参照）では、蛇腹式バルーンをカテーテル或いは外装へ摺動可能に取り付
け、蛇腹式バルーンの軸方向或いは長手方向の膨張に対応させることができる。
【００２８】
　本発明に従い構成したステント給送システム１０の一実施形態の例示図が、図１に示し
てある。ステント給送システム１０は概ね基端１４から先端１６へ伸びる細長い主カテー
テル軸１２を備える。図示２に最もよく示す如く、先端１６は二つの分岐部、すなわち主
血管分岐部１８と主カテーテル軸１２から分岐して外れる側方分岐外装２０とを備える二
分岐先端構造を有する。
【００２９】
　バルーン２６は、以下により詳しく説明する如く、概ね蛇腹式バルーンを備える可膨張
部３２を含む。図示のバルーン２６は、先端１６に隣接させて主血管分岐部１８に取り付
けられ、第１と第２の分岐部２７，３０を有する二分岐バルーンとすることができる。バ
ルーン２６の第１の分岐部２７は、細長い可膨張部２８を備える。バルーン２６の第２の
分岐部３０は、第２の可膨張部すなわち蛇腹式バルーンからなる軸方向可膨張部３２を備
える。第２の分岐部３０は第１の分岐部２７をバルーン２６の基端側へ分岐して外れ、細
長い可膨張部２８にほぼ隣接して伸びる膨張管腔部を含む。第２の分岐部３０の先端は、
バルーン２６先端側の位置で第１の分岐部２７に取り付けてある。好適な一実施形態では
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、分岐部３０の先端は少なくとも第２の可膨張部３２が第１の分岐部２７周りを動かない
ようバルーン２６の先端側に固定的に取り付けてあり、ただし代替実施形態ではそれを取
り外し可能に取り付けることができる。
【００３０】
　好適な実施形態では、第１の可膨張部２８は概ね筒状としてあり、主血管分岐部１８沿
いに同軸的に伸ばしてある。第２の可膨張部３２はここに図示し説明した如く、分岐血管
内に伸びるようにした蛇腹形状と大きさとを持たせることができる。例えば、部分３２は
概ねオフセット構造を有し、細長い可膨張部２８に対し隣接させ、すなわち当接関係に配
置することができる。
【００３１】
　第１と第２の可膨張部には、本発明原理に従う様々な形状と大きさと配置とを持たせる
ことができる。例えば、代替設計変形例では、血管に対する可膨張部の正確な寸法と配置
を達成することができる。
【００３２】
　本発明によれば、可膨張部すなわちバルーンは任意の適当な材料で構成することができ
る。好ましくは、それらは非可撓性材料で作成することができる。バルーンは、適当な高
分子材料で構成することができる。具体例には、ポリアミド系やポリアミド混合系やポリ
エチレン（ＰＥ）やポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）やポリウレタンやポリアミド
やＰＢＡＸ等のポリアミド混合体が含まれる。第１の可膨張部２８と第２の可膨張部３２
の可撓性は同じとするか或いは異ならしめることができる。一つの好適な実施形態では、
第２の可膨張部３２は第１の可膨張部２８に対し長手方向概ね中央位置に配置する。代替
実施形態では、第２の可膨張部３２は第１の可膨張部２８に隣接する任意の位置に配置す
ることができる。
【００３３】
　好適な実施形態では、バルーン分岐部２７，３０は共通の膨張管腔部３４を有する。膨
張管腔部３４は従前のものとし、患者（図示せず）の外部に常在するステント給送システ
ムの一部から伸ばすことができる。膨張管腔部３４は第１及び第２の分岐部２７，３０の
それぞれへ先端側に伸びており、かくして膨張管腔部３４は第１の可膨張部２８と第２の
可膨張部３２の内部に流体連通する。かくして、膨張管腔部３４は、バルーン２６を膨張
させたいときに被加圧膨張流体を第１の可膨張部２８と第２の可膨張部３２へ供給するの
に用いられる。膨張管腔部３４は、バルーンを収縮させたいときに第１の可膨張部２８と
第２の可膨張部３２から膨張流体を排出するのにも用いられる。ステント給送装置を患者
の二分岐病巣へ導くときに、第１と第２の可膨張部を先ず収縮させる。本実施形態では、
膨張管腔部３４が可膨張部２８，３２をほぼ同時に膨張させる。代替実施形態では、分岐
バルーン部２７，３０は別個の膨張管腔部を有する。この代替実施形態では、可膨張部２
８，３２は同時に或いは順次膨張させることができる。順次膨張を望むと、好ましくは先
ず第１の可膨張部２８を膨張させ、続いて第２の部分３２を膨張させる。
【００３４】
　第１の主誘導ワイヤ管腔部２２は、主血管分岐部１８と第１の可膨張部２８を通って伸
びている。第１の誘導ワイヤ管腔部２２は、図１と図２に描かれた実施形態において第１
の可膨張部２８を通って伸びているが、膨張管腔部３４とは別個であり、図示の如くバル
ーン２６内部には流体連通していない。好ましくは、第１の誘導ワイヤ管腔部２２は第１
の可膨張部２８の先端側へ伸びており、開口先端を有する。さもなくば、誘導ワイヤ管腔
部２２は分岐部３０を通って伸ばすことができる。
【００３５】
　図１と図２に描かれた実施形態では、可膨張バルーンを含まない随意選択的な側方外装
２０が図示してある。しかしながら、代替実施形態では側方外装２０には下記ならびに例
えば「二分岐血管用突出分岐部付きステント（Ｓｔｅｎｔ　Ｗｉｔｈ　Ａ　Ｐｒｏｔｒｕ
ｄｉｎｇ　Ｂｒａｎｃｈ　Ｐｏｒｔｉｏｎ　ｆｏｒ　Ｂｉｆｕｒｃａｔｅｄ　Ｖｅｓｓｅ
ｌｓ）」と題する同時係属米国特許出願第１０／６４４，５５０号に詳しく説明されてい
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る可膨張部を含ませることもできる。側方外装２０は膨張管腔部３４の外部に置いて別個
にでき、その場合には、図示の如くバルーン２６の内部に流体連通させないようにする。
図１と図２の実施形態に示す如く、側方外部２０は好ましくはバルーン２６の先端側へ伸
ばし、ステント給送システムの長さに沿う任意の点の基端開口端３７と先端開口端３９と
を含めることができる。側方外装２０は、例えばＶａｒｄｉ等に対する米国特許出願第６
，３２５，８２６号に記載された種とすることができ、手術時に側方外装２０をステント
の分岐アクセス孔を通して伸ばすことができる。
【００３６】
　図３乃至図６を参照するに、本発明を実施する例示態様をここに説明することにする。
図３と図５を参照するに、給送システムは通常血小板で出来た血管二分岐部４０に隣接す
る例示人体内腔に対し図示してあり、給送システム１０はその上にステントを装着しない
状態で図示（図３と図５）してある。図４と図６は、その上にステント５０を装着したス
テント給送システム１０を示す。
【００３７】
　二分岐部４０は、主血管４２と分岐血管４４とを含む。二分岐部４０内に位置する例示
障害物４６は、主血管４２と基端部分岐血管４４に跨がるか或いは少なくとも一部遮って
いる。一般に、ステント給送システム１０は種血管内に配置した第１の主誘導ワイヤを突
き刺し、給送システムを治療部位へ誘導することができる。より詳しくは、第１の誘導ワ
イヤ３６の基端を主誘導ワイヤ管腔部２２の先端開口端へ突き刺し、給送システムを図３
に示す二分岐部４０又はその近傍の位置へ追尾させる。そこで、第２の誘導ワイヤ３８（
図５）を給送システムの基端からステント給送システム１０内へ突き刺す。より詳しくは
、第２の誘導ワイヤ３８を側方外装２０の開口基端３７内へ突き刺し、図５に示した如く
、側方外装２０の開口先端３９を介してそこから延出させることができる。さもなくば、
第２の誘導ワイヤ３８は側方外装内部に休止状態に係止でき、システムが二分岐部４０近
傍にあるときに、それを側方外装２０から出して側方分岐血管４４内へ前進させることが
できる。本発明原理になるシステムは、ワイヤ媒介システム或いは迅速交換システムに使
用でき、それらのシステムには側方外装或いは主カテーテルの片側或いは両側での急速交
換を含ませることができる。迅速交換は、２００３年９月２５日に公開されたＶａｒｄｉ
等に対する米国特許出願第２００３／０１８１９２３号の一例示実施形態に記載されてお
り、その内容は全て本願明細書に参照用に取り込むものとする。
【００３８】
　一実施形態では、ステント給送システム１０を二分岐部４０近傍に配置し、先端１６（
図１）を側方分岐血管４４（図３乃至図６）近傍に配置した状態で、第２の誘導ワイヤ３
８を側方外装２０から側方分岐血管４４内へ進入させる。次に、バルーン２６の第１と第
２の可膨張部は側方分岐血管４４の開口に隣接配置し、これにより二分岐バルーン２６の
補助可膨張側方部３２を側方分岐血管に整列配置させる。一つの例示実施形態では、整列
配置はその内容全体を参照用に本願明細書に取り込むＶａｒｄｉ等に対する米国特許第６
，６９２，４８３号に記載されたマーカーを用いて達成される。第２の誘導ワイヤ３８を
側方分岐外装２０内に残し、システム１０の先端１６を主血管４２内に残す。第１の誘導
ワイヤ３６は第１の誘導ワイヤ管腔部２２内に残し、さらに前進させて主分岐血管４２内
へ配置することができる。
【００３９】
　一旦システムを適切に配置すると、被加圧流体をバルーン２６の第１と第２の可膨張部
２８，３２へそれぞれ供給し、人体内腔を拡大してその上に装着したステントを拡張させ
る（図６）。好ましくは、可膨張部２８がステント本体を拡張し、図６を参照してさらに
詳しく説明する如く、可膨張部３２がステントの側方（開口）と可膨張分岐構造を拡張す
る。可膨張部２８，３２を上記の如く膨張させた後、膨張管腔部３４を介して膨張流体を
排出することでバルーン２６を収縮させる。これにより、可膨張部２８，３２は血管４２
からのアセンブリの引き抜きに備え圧潰させられるようになる。
【００４０】
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　ここで図４と図６を参照するに、一つの好適な実施形態がステント給送システム１０と
ステント給送システムの先端１６外部に装着した例示ステント５０とをもって図示してあ
る。ステント５０は、例えば「二分岐血管用突出分岐部付きステント（Ｓｔｅｎｔ　ｗｉ
ｔｈ　Ｐｒｏｔｒｕｄｉｎｇ　Ｂｒａｎｃｈ　Ｐｏｒｔｉｏｎ　ｆｏｒ　Ｂｉｆｕｒｃａ
ｔｅｄ　Ｖｅｓｓｅｌｓ）」と題する米国特許第６，２１０，４２９号と同時係属米国特
許出願第１０／６４４，５５０号に記載されている如く分岐血管内へ伸長させる構成とし
た可伸長分岐部５２を含む。第２の可膨張部３２は外方拡張ステント要素すなわち分岐部
５２を展開させるよう構成し配置することができ、分岐部５２に隣接配置するか或いはス
テント内の側方分岐アクセス開口内へ配置することができる。図６に示す如く、第１と第
２の可膨張部２８，３２を膨張させたときに、それらは膨張管腔部の構造に応じて同時に
或いは順次ステント５０をして主血管４２内で拡張させ、ステント５０の分岐部５２をし
て分岐血管４４内へ押し込み、すなわち延出させる。バルーン２６の膨張時に、第２の可
膨張部３２は分岐部５２を分岐血管へ向け拡張延出させ、側方分岐動脈の入口或いは心門
を開口し支持する。このことはバルーンが共通の膨張管腔部を共有するときに同時に生起
し、個別膨張管腔部を用いた場合には順次生起し得る。二分岐バルーンは図示の如く描い
たが、３以上の可膨張部すなわち３以上のバルーンを本発明と共に使用したり、図１２乃
至図１４を参照して説明する如く単一のバルーンをここで使用することもできる。
【００４１】
　さらに、図１乃至図６に示した実施形態の第２の可膨張部３２は第２の分岐部３０上に
中央配置して示したが、可膨張部３２は第２の分岐部３０の長さに沿う任意の所望位置に
配置できることに留意されたい。例えば、一旦ステントを結合すると、それは好ましくは
ステントの中間１／３に沿うか或いは可伸長分岐構造に隣接する位置に対応するよう配置
することができる。
【００４２】
　例えば図５と図６に示すように、第１と第２の分岐部２７，３０は長手方向軸Ａを有す
る。この長手方向軸は、互いにほぼ平行である。用語「ほぼ平行」には、人体内腔内への
挿入や移送や展開期間中に遭遇する分岐部２７，３０或いは他の部品の撓みにより引き起
こされる純粋な平行関係からのずれを包含する意図を込めてある。
【００４３】
　ここで図７を参照するに、蛇腹式特徴をここに例示実施形態を参照してより詳しく説明
することにする。図７は、図１乃至図６に描いた二分岐バルーン２６の可膨張側方部３２
の拡大図である。可膨張側方部３２は、システムの長手方向軸から外方へ分岐血管内へ側
方延出する構成としてある。図示の如く、可膨張側方部３２は一連の流体接続セル６０を
含む点において概ね「蛇腹」形状を有する。蛇腹式セル６０は、好ましくは幅狭端部６２
へ向け先細とした幅広中央部６４を有する。かくして、輪郭を見たときに、膨張時にセル
６０は典型的な「平坦化」された六角形状を有する。しかしながら、この輪郭形状は不可
欠ではない。例えば、セル６０の輪郭により丸まった形状を持たせることもできる。さら
に、蛇腹式構造３３は、最大膨張時に個別セル６０を統合させ、概ね管状の構造を得るこ
とができるよう構成することもできる。収縮時、セルは以下にさらに詳しく説明する如く
目立たない輪郭構造へ圧潰する。
【００４４】
　個別セル６０は、狭幅端部６２を介して流体接続してある。かくして、バルーン２６の
可膨張側方部３２の一番目のセル６０に進入する流体は可膨張側方部３２からなる一連の
セル６０内の続くセル６０へ流れ、一番目のセル６０から最終セル６０まで主膨張軸を作
成する。こうして、可膨張側方部３２は主膨張の軸に垂直な半径方向よりも主膨張軸に沿
ってより大きな長さへ膨張させることができる。非膨張状態と同じく、バルーンはほぼ平
坦、例えば平坦な可撓性円盤形状をなし、膨張構造においてバルーン長は主膨張軸に沿っ
て著しく増大する。対照的に、例えば主バルーン２８は膨張時にほぼ不変のままに止まる
比較的固定された長手方向長さを有する。
【００４５】
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　主膨張軸に沿って見たときに、セル６０は好ましくは円形である。しかしながら、任意
の形状を用いることができる。例えば、これに限定はされないが、セル６０は楕円形や四
角形や六角形や八角形とすることができる。さらに、連続するセル６０を同じ大きさとす
る必要はない。例えば、連続セル６０は先行セル６０から寸法を減少或いは増大させ、先
細又は先太の可膨張側方部３２を得ることもできる。
【００４６】
　補助可膨張側方部３２の構成要素は、当業者には即明らかな如く、適当な大きさとする
ことができる。蛇腹式構造３３には、適当な膨張セル径とコネクタ径とを持たせることが
できる。その直径は、当業者に公知の様々な要因に従って可変することができる。さらに
、補助可膨張側方部３２は特定用途向けに決定された任意数のセル３５で構成することが
できる。加えて、第２の可膨張部３２の膨張がステント５０の分岐部５２を側方分岐血管
４４へ展開させる力と構造を生み出す。従って、第２の可膨張部３２は所望の如く半径方
向の膨張を制御すなわち制限しつつステントの分岐部５２を展開すなわち押し出すことが
できる。
【００４７】
　前記し図示した分岐血管可膨張部３２は、蛇腹式特徴からなる一実施形態を含み、ここ
に他の実施形態を図示し以下に説明する。しかしながら、可膨張部３２の蛇腹式構造には
本発明原理に従い異なる形状と寸法と構造を含ませることができる。例えば、蛇腹式特徴
は「ステント給送システム（Ｓｔｅｎｔ　Ｄｅｌｉｖｅｒｙ　Ｓｙｓｔｅｍｓ）」と題す
る米国仮特許出願第６０／５１８，８７０号に開示された実施形態と組み合わせることが
できる。また、図１乃至図７を参照して上記した蛇腹式原理は、本願明細書に記載する他
の実施形態に当てはまるものである。
【００４８】
　図８は、単独で包含するか或いは例えば前述した種のステント給送システム内へ組み込
むことで分岐動脈の治療にも使用する本発明の代替実施形態を示す。図８の実施形態に描
かれたバルーンは、前記した実施形態と同様の仕方で機能する「脱漏」蛇腹式バルーン構
造と呼ぶことができる。脱漏蛇腹式バルーン構造は、非膨張構造において概ね筒状を有し
、膨張状態或いは構造において分岐動脈へ向けバルーンの長手方向軸に対し外方へ膨張す
る概ね蛇腹形状の付属物の付いた概略筒状を有することを特徴とするものである。この突
起は、例えば脱漏部や隆起部や突出部や伸長部と呼ぶことができる。ここに例示したバル
ーンと蛇腹式脱漏部の特定の形状と大きさと構造は例示であり、明示的に図示或いは説明
したものから修正することができる。可膨張脱漏部や隆起部や突出部や伸長部は、１～４
ｍｍ等の適当な長さに亙り側方分岐の入口（図３の例えば４４参照）へ向け可膨張とする
ことができる。
【００４９】
　図８に描かれたバルーンの実施形態は、先に例示した実施形態（例えば、図１乃至図７
参照）に関連付けて説明したものと同様の仕方で用いることができる。図８に描かれた実
施形態については、ここに描かれた脱漏部蛇腹式バルーン構造は単独使用するか、或いは
二分岐バルーン全体（例えば図１乃至図７の２６）と置き換えるか、或いは本発明原理に
従って必要とされる幾つかの修正をもった二分岐バルーン（例えば、３２）の一部とし得
ることを理解されたい。
【００５０】
　脱漏蛇腹式バルーンカテーテル５２６の例示実施形態が、図８に例示してある。例示実
施形態では、脱漏バルーンカテーテル５２６は細長い可膨張部５２８と蛇腹式脱漏部か隆
起部か突出部か伸長部５３２とを備えるバルーン５２７で構成してある。図８の実施形態
では、バルーンカテーテル５２６はバルーン５２７を膨張させる圧力の連通に役立ち得る
管腔部５３４をさらに含み、誘導ワイヤ等のための通路を備える。
【００５１】
　バルーン５２７の特定の構造と寸法は、幾つかの要因に従って変えることができる。例
示目的にだけではあるが、バルーン５２７の様々な部品の幾つかの適切な、ただしこれに
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限定はされない寸法をここに記載することにする。バルーン５２７には、約４～１００ｍ
ｍである長さ寸法Ｌ１を持たせることができる。バルーンには、約１～１０ｍｍ台である
外径ＯＤ１を持たせることができる。
【００５２】
　図８に例示した実施形態の蛇腹式脱漏部５３２は脱漏部バルーン５２７上に中央配置し
て図示したが、脱漏部５３２はバルーンの長さに沿う任意の所望位置に配置できることに
留意されたい。例えば、一旦ステントに結合すると、それは好ましくはステントの中間１
／３に沿い及び／又はステントの可伸長分岐構造に隣接する位置に対応するよう配置する
ことができる。
【００５３】
　バルーン５２７は、本願明細書に先に開示したもの等の任意の適当な材料にて構成する
ことができる。加えて、本願明細書に記載する他の任意の実施形態だけでなくバルーン５
２７もまた、複合材料にて構成することができる。適当な材料は、ウレタンやシリコンや
ナイロンやラテックスや（エラストマ性）ポリエチレン・ハイトレル・ペバックス・ポリ
アリルエチルケトンやポリオキシメチレンやポリアミドやポリエステル熱可塑性ポリエー
テルエチルケトンやポリプロピレン（準剛体）等のエラストマ性の非可撓性材料の組み合
わせを含む。バルーン５２６は、上記に開示した材料にＫｅｖｌａｒ（アラミド繊維）や
絹や木綿や羊毛等の織布材料を組み合わせることで構成することもできる。これは、所望
の蛇腹式脱漏バルーン形状を有するロッド上に織物材料を巻き付けるか織り込むことで達
成することができる。複合材の高分子成分をそこでロッド上に押し出し加工するか或いは
浸漬被覆する。この複合材構造は続いて硬化させるか、加熱処理するか、或いは互いに溶
融接着させる。次にロッドを取り去ると、残る形状が蛇腹脱漏部バルーン５２７を構成す
る。さもなくば、これは上記材料に蛇腹式バルーン部にではなく主バルーン部にだけ織布
材料を組み合わせ、それによって適用時に如何なる工程であろうともエラストマ性のすな
わち例えばポリウレタンだけで蛇腹式バルーン部を形成することにより達成することがで
きる。
【００５４】
　蛇腹式脱漏部５３２は、被成形カラーを用いるか或いはバルーン表面に対象物を接着に
より取り付けるか或いは脱漏部を創成するよう接着剤の小山を用いることにより、従前の
バルーンに対し付属物を追加することで配設することができる。
【００５５】
　バルーン５２７は３個の小型バルーンを成形し、それらを縦列的に取り付け、中央のバ
ルーンが所望形状の蛇腹式脱漏部を構成するよう構成できる。これらのバルーンは、共通
の膨張ポートを共有しよう。バルーンを膨張させると、バルーン中心は所望の態様で膨張
し、蛇腹式脱漏部を形成する。
【００５６】
　図９は、その先端部と基端部だけを図示したステント給送システム６００内のバルーン
５２７を示す。システム６００は、非膨張状態にて図示してある。先端は６０２で示され
、基端は６０４で示される。システム６００は、概ね前記した種のバルーン５２６と側方
外装６２０と二分岐ステント６２４とを含む。ステントは、例示用に概略的に細部を略し
て描いてある。側方外装６２０は、ステント６２４内の側方分岐アクセス開口を介して伸
びている。この図では、非膨張蛇腹式脱漏部が参照符号５３２にて図示してある。非膨張
時すなわち圧潰時に、蛇腹式脱漏部５３２はほぼ平坦な構造、例えば平坦な可撓性円盤形
状をなす。図示の如く、非膨張蛇腹式脱漏部５３２は折り畳み等によりバルーン５２６の
側部に対し配置してある。しかしながら、非膨張蛇腹式脱漏部５３２をこうして折り畳む
必要はない。例えば非膨張蛇腹式脱漏部５３２はバルーン５２７の頂部全体に折り畳むこ
とができる。事実、脱漏部５３２を膨張させ、特に膨張させて分岐部６２６を展開させる
ことができる限り、任意の折り畳み技法を用いることができる。図１０は、蛇腹式脱漏部
５３２を膨張させてステント６２４の分岐部６２６を分岐血管（図示せず）内へ外方展開
させた膨張状態にあるシステム６００を示す。
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【００５７】
　図示の如く、本実施形態の蛇腹式脱漏部５３２と先の実施形態の第２の可膨張部３２は
これらの個別実施形態の細長い可膨張部５２８，２８の長手方向軸にほぼ垂直な方向に膨
張させて図示してある。しかしながら、蛇腹式脱漏部５３２と第２の可膨張部３２は治療
対象である特定構造の二分岐血管が必要とする細長い可膨張部５２８，２８に対し任意の
角度で膨張するよう製造できる。加えて、これらの実施形態では、蛇腹式構造３３の膨張
軸は蛇腹式構造３３へ空気を供給する膨張管腔部の軸に対し概ね所定角度をなす。
【００５８】
　ここで図１１と図１２を参照するに、ステント給送システム１１９０の代替実施形態が
図示してある。ステント給送システム１１９０は、基端１１９４から先端１１９６へ伸び
る細長い主カテーテル軸１１９２を備える。先端１１９６には、主血管分岐部１１９８と
側方分岐外装１１００とを備える二つの分岐部を含ませることができる。主血管分岐部１
１９８自体は、二つの分岐、すなわちバルーン１１０２を含めることのできる第１の分岐
１１０４と蛇腹式分岐部１１０６とを含めることができる。バルーン１１０２には、主血
管分岐部１１９８の第１の分岐部１１０４に沿って伸びる細長い可膨張部１１０８を含め
ることができる。
【００５９】
　蛇腹式分岐部１１０６は、主血管分岐部１１９８の間を側方分岐外装１１００の先端近
傍へ伸ばすことができる。蛇腹式分岐部１１０６には、概ね軸方向の可膨張部１１０９、
特に蛇腹式バルーンを含めることができる。一般に、可膨張部１１０９は膨張時に一軸、
例えばその長手方向軸１１１１に沿って伸び、すなわち伸長するよう構成し設計してある
。本発明の好適な実施形態では、軸方向可膨張部１１０９の先端は側方外装１１００へ摺
動可能に取り付けてあり、一方で基端は主血管分岐部１１９８へ固着することができる。
部分１１０９は、例えば可撓性管を含め本発明原理に従い任意の構造により摺動可能に取
り付けることができる。
【００６０】
　摺動可能な一つの取り付け方法では、軸方向の可膨張部１１０９の先端を側方外装１１
００外部に摺動自在に受け入れる管状部材１１１０に固定的に取り付けることができる。
好適な実施形態では、軸方向の可膨張部１１０９は概ね蛇腹と同様の形状としかつ／又は
折り畳み、膨張時に可膨張部１１０９はその長手方向軸１１１１に沿い軸方向へ展開すな
わち膨張させる。こうして、可膨張部１１０９の先端は側方外装１１００沿いに先端方向
へ摺動する。
【００６１】
　手術時、ステント２１３６を給送システム１１９０上に装着して血管分岐部へ給送した
ときに、ステント２１３６の外方展開可能な要素すなわち分岐部２１３８は都合よくは軸
方向可膨張部１１０９（図１２）により展開させることができる。可膨張部１１０９は非
膨張構造のステント２１３６内に配置してあり、その軸、例えばその長手方向軸に沿って
分岐血管内へ可膨張としてある。可膨張部１１０９は側方外装１１００沿いに先端方向へ
摺動するため、ステント２１３６の分岐部２１３８を側方分岐血管内へより効果的に展開
させることのできる側方外装１１００の方向に軸力を生ずる。生じた軸力は、半径方向の
拡張を所期の如くに制御すなわち制限しつつステントの分岐部２１３８を展開すなわち押
し出すことができる。その結果、ステント２１３６は側方分岐血管内の病巣をより効果的
に治療できる分岐部を持たせて設計することができる。例えば、一部のステント２１３６
設計では、ステント２１３６の可伸長分岐部２１３８はこの給送システム構成を用いて分
岐部内へさらに拡張させることができる。
【００６２】
　図１３と図１４Ａ，１４Ｂを参照するに、蛇腹式すなわち軸方向に可膨張のバルーン２
１２０の代替実施形態が図示してある。バルーン２１２０は、カテーテル或いは外装２１
２２沿いに同軸的に膨張する。外装２１２２は、バルーン２１２０を膨張させる膨張管腔
部２１３０と、誘導ワイヤを受け入れる誘導ワイヤ管腔部２１３２とを含む。膨張管腔部
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２１３０は、バルーン吸入口２１３４を介してバルーン２１２０に流体連通させてある。
バルーン２１２０の基端２１２４は外装２１２２へ固定的に取り付けてあり、バルーン２
１２０の先端２１２６は外装２１２２の外面へ摺動可能に受け入れる管状部材２１２８へ
固定的に取り付けてある。管状部材２１２８は、可撓性管とすることができる。管状部材
２１２８は、好ましくはバルーン材料へ取り付けるに十分でかつバルーン２１２０の膨張
時にバルーン２１２０内へ伸長して気液密の封止を作成するに十分な長さを有する。特に
、管状部材２１２８は、膨張時に外装２１２２に沿って摺動可能としてあり、しかも膨張
時にバルーン内部の外装２１２２の端部は流体の気液密の封止を作成するのに十分な量で
もって外装２１２２へ押圧される。手術に際し、膨張時に先端２１２６を外装２１２２沿
いに摺動可能とし、管状部材２１２８によりバルーン２１２０を図１３に示す膨張量ｘか
らさらに図１４Ａに示す膨張量ｙへ、さらに図１４Ｂに示す膨張量ｚへもっと膨張させ、
ただしｘ＜ｙ＜ｚである。図示していない代替実施形態では、基端と先端２１２４，２１
２６は本発明原理に従い先端から伸びる外装と基端から伸びる外装とに固定的に固着する
こともできる。
【００６３】
　図１３と図１４Ａ，１４Ｂの実施形態は単独で、或いは本願明細書に開示した他の実施
形態と組み合わせて用いることができる。例えば、外装２１２２（図１３と図１４Ａ，１
４Ｂ）はステント給送システムの一部とすることができる。図１５乃至図１７に示した如
く、ステント給送システム２３００には図１３と図１４Ａ，１４Ｂを参照して説明した種
の側方外装２３２２と主バルーンカテーテル２３０２とを含めることができる。側方外装
２３２２は、前記した管状部材２３２８を有する蛇腹式バルーン２３２０を含む。図１６
は膨張状態にあるシステム２３００に装着したステント２３２４を示し、一方で図１７は
非膨張状態のシステム２３００に装着したステント２３２４を示す。分岐部２３２６を有
するステント２３２４を給送システム上に装着し、血管分岐部へ給送すると、外装２３２
２はバルーン２３２０が分岐部の内部に隣接配置された状態でステント２３２４の側方ア
クセス孔を介して伸長させることができる。図１３と図１４Ａ，１４Ｂに示す実施形態の
如く、蛇腹式バルーン２３２０はステント２３２４の分岐部２３２６の展開を可能にする
仕方で折り畳むことができる。膨張時、外装２３２２に沿って先端方向に先端側へ摺動し
て側方外装の軸に沿う軸力を生成する管状部材２３２８により、バルーン２３２０は軸方
向に膨張する。生じた軸力は、ステント２３２４の分岐部２３２６を分岐血管内へ十分な
長さ、しかも分岐部２３２６を半径方向へ不必要に膨張させずに伸長すなわち押し出すこ
とができる。その結果、ステント２３２４は分岐血管内の病巣の治療により効果的に用い
ることのできる分岐部２３２６を有する。例えば、一部のステント設計では、ステント２
３２４の可伸長分岐部２３２６はこの給送システム構成を用いて分岐内へさらに伸長させ
ることができる。
【００６４】
　図１１乃至図１７の実施形態の代替実施形態は、側方外装を備える蛇腹式バルーンに結
合し、膨張時に蛇腹式バルーンが側方分岐血管内へ側方外装に追従するようにできる。
【００６５】
　本発明は、単一の蛇腹式バルーンと共に使用するよう説明してきたが、例えば「カテー
テルバルーンシステム及び方法（Ｃａｔｈｅｔｅｒ　Ｂａｌｌｏｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　
ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ）」と題する同時係属米国特許出願第１０／８３４，０６６号に
記載されている如く、１以上の蛇腹式バルーンの使用は熟慮してある。
【００６６】
　図１８に示す代替実施形態では、第１の誘導ワイヤ管腔部３１４２は第１の可膨張部３
１４８内を挿通させることはできない。例えば、管腔部はバルーン外部に固定するか或い
は誘導ワイヤが挿通する複数の折り畳み部をもってバルーンを形成することができる。さ
もなくば、誘導ワイヤ（図示せず）はバルーンの折り畳み部を挿通させることができる。
本実施形態では、誘導ワイヤ管腔部３１４２は膨張管腔部３１５４とは別個にしてある。
好適な実施形態では、誘導ワイヤ管腔部３１４２は膨張管腔部３１５４に比べ短縮すなわ
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ちより短い長さを有し、それによって誘導ワイヤが挿通するより少ない管腔部を備える。
管腔部３１４２，３１５４の先端は好ましくは接着等により給送システムの最先端にて互
いに取り付けてあり、誘導ワイヤの基端は膨張管腔部へ接続してある。かくして、このス
テント給送実施形態は「ワイヤ媒介」システムともならない（誘導ワイヤ管腔部は給送シ
ステムの全長に渡って膨張管腔部内部には止まらない）。それにも拘わらず、膨張した管
腔部３１５４に比し誘導ワイヤ管腔部３１４２の短縮されたすなわちより短かい長さによ
り、例えばそこを介する誘導ワイヤの素早い挿入と除去が可能になる。この特徴は使用す
るバルーンの数に関係なく、或いは給送システムが側方外装を用いるかどうかに関係なく
、給送システムに使用できる。例えば、これは単独で或いは本願明細書に記載した他の実
施形態と組み合わせて使用することもできる。
【００６７】
　本発明はその特定の実施形態及びその実施例と併せ説明してきたが、本開示を読むこと
で多くの代替例や修正例や変形例が当業者には明らかとなろうことは明白である。従って
、添付特許請求の範囲に趣旨ならびに広義の範囲に含まれるこの種代替例や修正例や変形
例を全て包含することを意図するものである。さらに、各実施形態の特徴は全体又は一部
を他の実施形態に用いることができる。
【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】本発明に従って構成したステント給送システムの一例示実施形態を示す側面図で
ある。
【図２】図１のシステムの先端部で見た拡大側面図である。
【図３】本発明の一方法に従いその上に装着したステントを持たない血管内二分岐部へ接
近して図示した血管内の図１のステント給送システムの図である。
【図４】その上に装着したステントを含む図３のシステムの図である。
【図５】本発明の一方法に従いその上に装着したステントを持たない血管内の二分岐部に
位置する血管内の図１のステント給送システムの図である。
【図６】ステントをその上に装着し膨張状態にて図示した図１のステント給送システムの
縦断側面図である。
【図７】図１のステント給送システムの蛇腹式バルーンの拡大側面図である。
【図８】本発明の代替実施形態に従って構成したステント給送システムの一部の斜視図で
ある。
【図９】非膨張状態にてその上に装着したステントを切截して見た図８のステント給送シ
ステムの側面図である。
【図１０】膨張状態にてその上に装着したステントを切截した見た図９のステント給送シ
ステムの側面図である。
【図１１】本発明の別の実施形態になるステント給送システムの側面図である。
【図１２】膨張状態にてその上にステントを装着し一部切截して見た図１１のステント給
送システムの側面図である。
【図１３】摺動可能な蛇腹式バルーンを一部膨張させたステント給送システムの別の実施
形態の一部切截図である。
【図１４Ａ】蛇腹式式バルーンをさらに一部膨張させた図１３に示したシステムの一部切
截図である。
【図１４Ｂ】蛇腹式バルーンをさらに膨張させた図１４Ａに示したシステムの一部切截図
である。
【図１５】膨張状態における本発明の別の実施形態になるステント給送システムの側面図
である。
【図１６】膨張状態にてステントを一部切截して見た図１５のステント給送システムの側
面図である。
【図１７】非膨張状態にてステントを一部切截て見た図１５のステント給送システムの側
面図である。
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【図１８】本発明になる給送システムの一実施形態の断面図である。
【符号の説明】
【００６９】
　１０　ステント給送システム
　１２　カテーテル軸
　１４　基端
　１６　先端
　１８　主血管分岐部
　２０　側方分岐外装
　２２　誘導ワイヤ管腔部
　２６　バルーン
　２７　第１の分岐部
　２８　第１の可膨張部
　３０　第２の分岐部
　３２　第２の可膨張部
　３３　蛇腹式構造
　３４　膨張管腔部
　３５，６０　セル
　４０　二分岐部
　４２　主血管
　４４　分岐血管
　５０　ステント
　５２　分岐部
　５３２　脱漏部

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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【図１１】 【図１２】
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【図１３】

【図１４Ａ】

【図１４Ｂ】

【図１５】 【図１６】
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